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理 由 

先刻の本会議において、議員提出議案第１１号「陸田孝則議員に対する懲罰について」

が可決され、陳謝の懲罰に科すべきものと決したにもかかわらず、陸田孝則議員は、陳謝

文の朗読を拒否した。この行為は、議会の議決を軽視するのみならず、田川市議会会議規

則第１５９条に抵触するものである。 

よって、地方自治法第１３４条第１項により、陸田孝則議員に同法第１３５条第１項第

１号に規定する公開の議場における戒告を科すことを求めるものである。 


